
利用

産前・産後のご家庭の
家事・育児をお手伝いします
日中、家族などから家事や育児の支援を受けることが難しいご家庭
に、ヘルパーを派遣し、日常的な家事や育児のお手伝いを行います

家事・育児に不安や負担を抱える妊婦または産後１年未満の
産婦がいる家庭

・食事の準備、片付け
・衣類の洗濯、補修
・住居等の掃除、整理整頓
・生活必需品の買物 など

・ミルクの準備
・おむつ、衣類等交換
・沐浴介助
・きょうだい児のお世話
・外出の付き添い など

◉利用時間•••••••１回あたり２時間まで
◉利用回数•••••••１日に２回（４時間）まで利用可能
◉利用上限回数•••産前産後の期間中に通算４０回まで
多胎妊婦や一歳未満の多胎児のいるご家庭についてはお子さんの人数分✕４０回まで利用可能

上郡町役場健康福祉課
〒678-1292上郡町大持278番地
TEL 0791-52-1114（子育て支援係）

0791-52-2188（健康係）

上郡町
ホームページへ
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お問合せ

対象となる方

上郡町子育て世帯ヘルプ事業

支援内容
家事支援 育児支援

利用時間・回数

１回あたり １時間あたり

①生活保護世帯・住民税非課税世帯 無料 無料

②住民税所得割課額77,101円未満の世帯
（年収360万未満相当）

無料
ただし、48時間／年を超えた場合
１回あたり200円

無料
ただし、48時間／年を超えた場合
１時間あたり330円

③上記以外の世帯 500円 820円

利用料

利用料＝「１回分の料金」＋「利用時間分の料金」
例 ③の世帯の利用料 （１時間利用した場合）500円＋820円✕1時間＝1,320円

（２時間利用した場合）500円＋820円✕2時間＝2,140円

※支援は利用者（お子さんの保護者）が在宅時に行います。
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お問い合わせ

•ご利用を希望する方は、上郡町健康福祉課までご連絡ください。
申請手続きのご案内をします。

利用内容の聞き取り

•体調や家庭状況、希望するサービス等をお聞き取りします。

•利用申請手続きを行います。

利用決定

•町より利用決定通知書をお送りします。

事業所と面談

•町の担当者と委託先事業者の担当者が、ご自宅にお伺いさせて
いただきます。サービス内容等の詳細について確認をさせてい
ただきます。

サービス開始

•利用料については、後日町から納付書が届きます。

•期日までに指定の銀行等でお支払いください。

子育て世帯ヘルプ事業
の利用のながれ

上郡町役場健康福祉課 〒678-1292上郡町大持278番地
0791-52-1114（子育て支援係） TEL 0791-52-2188（健康係）

申請をご希望の方まずは上郡町健康福祉課までご連絡ください。


